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令和８年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る 

処遇改善計画書の提出期限について 

 

 

令和８年度介護報酬改定において、介護職員等処遇改善加算（以下「処遇改善加算」とい

う。）が拡充されることにつきましては、令和７年 12月 24日付け日医発第 1565号文書等に

て逐次お知らせ申し上げているところです。 

今般、これを踏まえ、令和８年度の処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書等の見直し

及び計画書の提出期限について、厚生労働省より示されましたのでご連絡申し上げます。 

令和８年度の処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書等については、見直しが行われる

こととされており、令和８年６月以降分の処遇改善計画書も含め、見直し後の様式等につい

ては２月下旬を目処に案をお示しする予定とのことです。 

このため、処遇改善計画書については、通常、処遇改善加算を算定する月の前々月の末日

までに提出することとされているところ、令和８年４月及び５月分を申請する事業者は、令

和８年６月以降の申請に係る処遇改善計画とあわせて、令和８年４月 15日までに提出するこ

ととする予定とのことです。この際、これらの事業者に所属する令和８年６月に処遇改善加

算が新設されるサービス（訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支

援等）の介護サービス事業所（以下「加算新設事業所」という。）に係る処遇改善計画につい

てもあわせて提出することとする予定となります。  

ただし、加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和８年４月及び５月分は申請しな

い事業者が、令和８年６月以降に処遇改善加算を申請する場合は、令和８年６月以降の申請

に係る処遇改善計画書について、令和８年６月 15日までに提出することとする予定となりま

す。 

つきましては、貴会におかれましても、本件についてご了知の上、郡市区医師会および会

員への周知方につきご高配を賜りますようお願い申し上げます。 
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令和８年２月 10 日 

厚生労働省老健局老人保健課 
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室）  
各介護保険関係団体      御 中 

← 厚生労働省老健局老人保健課 

今回の内容 

 

「令和８年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る 

処遇改善計画書の提出期限について」 

の送付について 

計１枚（本紙を除く） 

連絡先  T E L  :   

・介護サービス事業所・施設向け：050-3733-0222 

・自治体向け：03-5253-1111(内線 3949、3989) 

F A X  : 03-3595-4010 

 

 



 

 

事  務  連  絡 

令 和 ８ 年 ２ 月 1 0 日 

 

 

各      介護保険担当主管部（局） 御中 

 

 

厚生労働省老健局老人保健課 

 

 

令和８年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る 

処遇改善計画書の提出期限について 

 

 

平素より厚生労働行政の推進につきまして、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

「「強い経済」を実現する総合経済対策」（令和７年 11月 21日閣議決定）において、

「介護分野の職員の処遇改善については、（中略）他職種と遜色のない処遇改善に向け

て、令和８年度介護報酬改定において、必要な対応を行う」とされたことを踏まえて、

令和９年度介護報酬改定を待たずに、期中改定を実施し、介護職員等処遇改善加算（以

下「処遇改善加算」という。）の拡充を行うこととしました。 

これを踏まえ、令和８年度の処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書等について、

見直しを行うこととしています。令和８年６月以降分の処遇改善計画書も含め、見直し

後の様式等については２月下旬を目処に案をお示しする予定です。 

 

このため、処遇改善計画書については、通常、処遇改善加算を算定する月の前々月の

末日までに提出することとしているところ、令和８年４月及び５月分を申請する事業者

は、令和８年６月以降の申請に係る処遇改善計画とあわせて、令和８年４月 15日までに

提出することとする予定です。この際、これらの事業者に所属する令和８年６月に処遇

改善加算が新設されるサービス（訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、

介護予防支援等）の介護サービス事業所（以下「加算新設事業所」という。）に係る処遇

改善計画についてもあわせて提出することとする予定です。 

ただし、加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和８年４月及び５月分は申請

しない事業者が、令和８年６月以降に処遇改善加算を申請する場合は、令和８年６月以

降の申請に係る処遇改善計画書について、令和８年６月 15日までに提出することとする

予定です。 

 

つきましては、各自治体におかれましては、管内の介護サービス事業所等に周知いた

だくとともに、処遇改善加算の申請受付について御対応いただきますようお願いします。 

都道府県 

市区町村 
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